
議題（１） 

 

会長の選出について 

 

越生町地域公共交通協議会要綱第５条の規定に基づき、会長を選出する。任期は、令

和８年３月２６日から令和１０年３月３１日までとする。 

 

 

会   長  

 

資料１ 
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議題（２） 

 

   副会長、監査委員の指名について 

 

越生町地域公共交通協議会要綱第５条第３項（副会長）及び第１１条第２項（監査委

員）により、副会長及び監査委員を指名する。任期は、令和８年３月２６日から令和１

０年３月３１日までとする。 

 

副 会 長  

監 査 委 員  

監 査 委 員  
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議題（３）

日　程 事　業　内　容

　令和８年５月 地域公共交通計画策定に係る業務委託の発注

　　　　　　７月 第１回協議会開催

現状把握・分析に基づく課題の洗い出し、基本的方針の
設定、アンケート調査内容の確認

７～９月 アンケート調査の実施

１０月 第２回協議会開催

現状・問題点の整理結果報告、アンケート調査結果報
告、翌年度計画策定方針の協議

　　令和９年１月 第３回協議会開催

調査結果の総括、翌年度計画策定に向けた方向性の確認

　

３月 調査結果報告書完成

令和８年度　越生町地域公共交通協議会　事業計画（案）
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令和８年度　越生町地域公共交通協議会　歳入歳出予算（案）

歳入 単位：千円

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比較 説明

1負担金 1負担金 1負担金 6,000 0 6,000 越生町負担金

2補助金 1補助金 1補助金 5,000 0 5,000

3繰越金 1繰越金 1繰越金 0 0 0

4諸収入 1諸収入 1雑入 1 0 1 利息

11,001 0 11,001

歳出 単位：千円

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比較 説明

1運営費 1会議費 1会議費 60 0 60 費用弁償、消耗品費

2事務費 1事務費 40 0 40 切手、振込手数料

2事業費 1事業費 1事業費 10,800 0 10,800
地域公共交通計画策
定業務委託

3返還金 1返還金 1返還金 1 0 1

4予備費 1予備費 1予備費 100 0 100

11,001 0 11,001

合　　　計

合　　　計
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